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協同農業普及事業の実施に関する方針 

 

                                           　　　令和８年３月30日 技普第1861号 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　農政部長 

はじめに 

（本道農業・農村の役割） 

本道の農業・農村は、先人のたゆみない努力により、厳しい気象条件を克服しながら発

展し、今日では、豊かな自然と広大な土地を活かした大規模で専業的な農業経営のもと、

安全・安心で良質な食料を安定的に生産・供給するとともに、食品加工や観光などの産業

と深く結び付き、本道の基幹産業として、我が国の食や地域経済を支える重要な役割を担

っている。さらに、洪水の防止や水源のかん養、美しい農村景観の形成など、国土や環境

を保全する多面的な機能を発揮しながら、私たちの生活に豊かさと潤いをもたらしている。 

近年、世界的な人口増加による食料需要の増大に加え、不安定な国際情勢や地球規模の

気候変動などを背景に食料の安定供給への懸念が高まる中、食料自給率が200％を超え、我

が国の食料供給地域である本道が果たしていく役割は、ますます大きくなっている。 

（本道農業・農村が抱える諸課題） 

　一方、本道農業は、人口減少に伴う農業者の減少や高齢化、これに伴い深刻化する労働

力不足や地域コミュニティ機能の低下、さらには農業生産資材価格の高止まりや地球温暖

化に伴う気候変動、高病原性鳥インフルエンザの発生など、様々な課題や環境の変化に直

面しており、これらに的確に対応していくことが求められている。 

（本道農業・農村の振興と推進方向） 

こうした観点から、道は持続的に発展していく本道農業・農村の将来像を「めざす姿」

として示し、その実現に向けた施策を市町村や農業者、消費者、関係団体などと連携して

総合的に推進することとしている。 

（普及事業の推進） 

　普及事業は、国と都道府県の協同農業普及事業として、農業経営や農村生活の改善に主

体的、積極的に取り組む農業者を育成することを通じて、地域農業の発展に大きな役割を

果たしている。 

　今後、我が国の食料・農業・農村については、気候変動等による自然災害の多発や栽培

適地の変化、国内人口の減少に伴う国内需要の減少や高齢者の引退による農業従事者の大

幅な急減など、これまで経験したことのない課題に直面していくこととなる。現在、社会

全体が急速に変化し、「変動性」「不確実性」「複雑性」が取り巻く時代の中で、あらゆる

事態を想定し、国民に食料を安定的に供給し続けられるよう環境整備を図るためにも、新

たな食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）の下、農業の生産性向上と持続可能

性の両立や農村地域社会の維持という難しい社会課題を克服しなければならない。 

このような中、国は令和７年４月に農業改良助長法（昭和23年法律第165号）第７条第２

項の規定に基づき、「協同農業普及事業の運営に関する指針」（令和７年４月30日農林水産

省告示第674号。以下「運営指針」という。）を策定し、こうした課題に対応する協同農業

普及事業の運営方向等を示すとともに、協同農業普及事業を実施するに当たり、留意すべ

き内容を明らかにするため、「協同農業普及事業の実施についての考え方（ガイドライン）」

（令和７年７月３日付け７農産第1605号農林水産省生産局長通知。以下「ガイドライン」

という。）を定めた。 

道では、国の運営指針を踏まえ、本道の普及事業を円滑に推進するため、農業改良助長

法第７条第５項に基づき、「協同農業普及事業の実施に関する方針」を定めるものとする。 

（普及指導員の役割） 

協同農業普及事業の実施に当たり、普及指導員（第３の１の(2)の「農業革新支援専門員」

及び「普及職員」を含む。以下、同様）は、 

スペシャリスト機能・・・農業者に対し地域の特性に応じて農業に関する高度な技術及

び当該技術に関する知識（経営に関するものを含む）の普及指導を行う機能 

　コーディネート機能・・・地域農業において、先導的な役割を担う農業者及び地域内外

の関係機関との連携の下、関係者による将来展望の共有、課題の明確化、課題に対応する

ための方策の策定及び実施等を支援する機能 
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の両機能を併せて発揮し、農業者に対し生産面において技術的に支援するとともに、消費

者との結びつきの強化など流通面においても総合的に支援するものとする。 

 

第１　普及指導活動の課題と推進方向 

普及事業の効率的かつ効果的な実施を基本に、運営指針に示された普及指導活動の基本

的な課題を踏まえながら、第７期北海道農業・農村振興推進計画に掲げるおおむね10年後

の「めざす姿」の実現に向け、次の課題に取り組む。 

１　第７期北海道農業・農村振興推進計画における「めざす姿」 

(1) おおむね10年後(2035年頃)の「めざす姿」 

日本の食を力強く支える豊かな農業・農村

本道の農業・農村への共感を礎に 

主要穀物などの主産地である本道が、 

持続可能で潤いのある農業・農村を確立し、 

我が国の食料安全保障に最大限貢献しています。

(2)「めざす姿」の実現に向けた施策の推進方針と数値目標 

ア　食料を安定的に供給する農業・農村の確立 

イ　環境と調和のとれた持続可能な農業・農村の確立 

ウ　誰もが安心して住み続けられる農業・農村の確立 

エ　消費者と生産者が支え合う農業・農村の確立 

  ≪数値目標≫目標年度：令和12年度（2030年度）

 　○　我が国の食料安全保障への貢献

 　　国産供給熱量に占める北海道シェア　30％

 　○　本道農業・農村への共感

　　農業・農村に関心を持っている道民の割合　90％

(3) 地域農業・農村の「めざす姿」 

地域農業・農村の目指すべき将来像とその実現に向けた主な取組の方向を、振興局

単位を基本とした12地域で策定 

２　普及指導活動の課題と推進方向 

(1) 多様な担い手の育成・確保 

農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第19条第１項に規定する地域計画

（以下「地域計画」という。）に位置付けられた担い手の育成・確保を中心に、農業

・農村に多様な人材が定着し活躍できるよう、市町村、地域農業担い手育成センター

等の関係機関・団体、先進的な経営を実践する指導農業士や地域の中核的な担い手で

ある農業士等と連携しながら、家族経営をはじめとする農業経営体の体質強化や育成

・発展、新規就農者の育成・確保や地域をリードする女性農業者の育成に努めるほか、

青年農業者の主体的な活動を支援する。 

また、地域の農地や優れた技術を次世代の担い手に継承していくため、親子間や第

三者による経営継承の取組を推進するとともに、農業経営体を支える営農支援組織の

育成・強化や多様な人材の確保、農作業受託等を行う農業支援サービスの活用、誰に

とっても働きやすい環境づくりや快適で安心して暮らせる生活の場づくりを推進する。 

(2) スマート農業の推進 

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律（令和６

年法律第63号）、生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に関する基本的な方

針（令和６年農林水産省告示第1777号）及び「北海道スマート農業推進方針」（令和

８年３月策定）に基づき、スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新

たな生産方式の導入に向けた取組を推進する。 

スマート農業技術は、産地や農業経営体の抱える課題や経営戦略に応じて適切な技
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術を選択することが重要であることから、各地域の農業改良普及センター（農業改良

助長法第12条に規定する普及指導センターとして配置するもので、以下「普及センタ

ー」という。）に専門の相談窓口を設置し、様々な情報の提供や栽培管理技術の観点

から農業経営体等の相談に応じるとともに、市町村・農業協同組合等の関係機関・団

体と一体となったスマート農業技術の普及・定着を図る。 

(3) 省力化生産技術等の普及・定着 

持続可能で生産性が高い農業が展開できるよう、基本技術の徹底を図るとともに、

スマート農業技術等を活用した省力化や生産性向上に向けた技術、多収性や耐病性を

備えた品種など、地方独立行政法人北海道立総合研究機構農業研究本部（以下、「道

総研農業研究本部」という。）等の試験研究機関が開発した新技術・新品種を地域の

実情に応じながら迅速な普及・定着を図る。 

(4) 多様な機関・団体との連携 

スマート農業、法人化、６次産業化などの推進に当たっては、地域や関係機関・団

体が一体となって取り組むことが求められることから、農業者と地域の関係者、その

他の食料の生産から消費に至る各段階の関係者（以下「食料システム関係者」という。）

・関係機関、試験研究機関や民間等の専門家、市町村や農業団体等の関係機関のハブ

機関として機能するよう、普及指導員のコーディネート機能をフルに発揮し、多様な

機関・団体と連携した取組を推進する。 

(5) みどりの食料システム戦略の推進 

気候変動に対する適応策の推進に加え、営農活動に伴う温室効果ガスの排出量の削

減、総合防除等による化学農薬使用量（リスク換算）の低減、化学肥料の適正利用等

を通じた使用量の低減、有機農業の取組面積の拡大など環境と調和した農業の推進を

図るため、「みどりの食料システム戦略」（令和３年５月12日みどりの食料システム戦

略本部決定）、「北海道クリーン農業推進計画（第８期）」（令和７年３月策定）及び「北

海道有機農業推進計画（第４期）」（令和４年３月策定）に基づき、クリーン農産物や

有機農産物の生産に向けた農業技術を普及する。 

(6) 食料の安定供給の確保 

食料の安定供給を確保するため、肥料・飼料について国内資源の利用拡大等を通じ

た国際価格の影響を受けにくい生産体系の構築、生産段階における国際水準ＧＡＰ等

の実践、農作物の病害虫・雑草の適期防除、家畜伝染病の発生予防やまん延防止など

を推進するとともに、国内外の需要を取り込むブランド力の強化や輸出促進、マーケ

ットインの生産体制の構築に取り組む。 

(7) 農村の振興 

６次産業化等の取組を通じた所得の向上・雇用機会の確保、農福連携の推進や関連

産業との連携強化など地域資源を活かした新たな価値の創出に取り組むとともに、地

域計画の実現等に向けた合意形成支援のほか、地域住民が一体となって創る活力ある

農村づくりや、食育、地産地消の推進、農村ツーリズムを通じた都市・農村交流や農

業・農村の魅力発信など、道民コンセンサスの形成を推進する。 

(8) 大規模自然災害等への対応 

近年、頻発・激甚化する自然災害に対する備えを強化するとともに、地震、豪雨等、

大規模自然災害発生時は被災地における速やかな営農再開など復興に向けた取組を推

進する。 

(9) 地域農業・農村の「めざす姿」の実現 

第７期北海道農業・農村振興推進計画に掲げる総合振興局・振興局（以下、「振興

局等」という。）を基本とした12地域の農業・農村の「めざす姿」の実現に向けた取

組の方向を踏まえ、地域農業技術支援会議や地域プロジェクト等を通じて、地域課題

の解決に向けた取組を推進する。 

 

第２　普及指導活動の方法に関する事項 

１　高度化・多様化する農業者等のニーズへの対応と総合的な提案活動 

(1) 高度・先進的な技術の実証 

試験研究機関が行う新技術や新品種の早期開発に即応しつつ、地域の実情に応じた

普及を図るため、試験研究機関との連携を強化し、地域農業技術センターや先進的な
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農業者等の協力を得て、現場解決型の地域適応試験や経済実証などを踏まえた普及活

動を推進する。 

また、普及指導活動を充実させるため、大学や民間企業などの技術シーズを有する

者や産学連携に知見のある者との連携に努める。 

(2) 経営全般を見据えた普及活動 

人口減少や高齢化の進行、グローバル化の進展、ニーズの多様化など、農業・農村

を取り巻く情勢が大きく変化している中で、担い手の育成・確保の視点に立って、収

益性と労働条件を確保する農業経営と農村生活の向上を支援するため、個別技術の普

及指導に止まることなく、経営全般を見据えた普及活動を推進する。 

２　地域が取り組む構造改革等への支援 

第１に示された課題に取り組むためには、地域内の合意形成を踏まえた地域ぐるみの

活動の強化が不可欠となる。 

このため、重点的に取り組む地域課題の設定と具体的な推進事項による課題解決を重

点対象地区を拠点として推進するとともに、関係機関・団体と連携して地域への波及を

促進する。 

３　多様で高度化するニーズに対応する情報の収集と蓄積・加工・提供 

高度・先進的な技術情報や経営改善、地域農業の振興等に関する多様な情報の収集に

努めるとともに、先駆的な普及活動事例や効率的・効果的な普及活動方法に関する情報

交換を推進する。 

また、地域農業・農村に係る基礎的な情報の収集とデータベース化を推進し、地域担

当職員の異動等による普及活動の停滞を招かないよう情報基盤を整備する。 

さらに、農業者をはじめ地域の関係者から評価され、地域との信頼関係と協力関係を

築くことが出来るよう、普及活動の経営経済的評価を推進し、そのための普及対象に対

する経営実態や技術導入の経過、普及活動の経営変化の継続的な把握を行い、その情報

の蓄積と分析等に努める。 

４　関係機関・団体等との役割分担と連携強化 

(1) 普及活動の重点化と農業協同組合等との役割分担 

普及活動における課題や対象の重点化による濃密な指導と迅速な課題解決に努めつ

つ、その活動成果の効率的な波及に努める。地域における基本的な営農技術や農業資

材に関する相談、普及定着した技術や経営管理手法等については農業協同組合の営農

指導部門や購買・販売部門との適切な役割分担を推進し、効果的・効率的な普及活動

を実施する。 

また、農業協同組合における営農指導機能強化の取組を支援するため、普及指導員

と農協営農指導員等とが一体となった地域活動の推進や研修機会の確保等に努める。 

(2) 経営の多角化や法人化に対する支援 

農産加工や直接的な販売活動など、より専門的なノウハウやマーケティング活動を

必要とする経営の多角化や税務や労務、組織管理などの高い専門的な知識が必要な法

人化の取組等については、専門家や関係機関・団体との連携と役割分担を積極的に行

うとともに、多角化や法人化等の取組を通じて習得したコーディネートのノウハウに

ついて、普及指導員間の情報の共有化に努める。 

(3) 地域の関係機関・団体との連携強化 

市町村や農業委員会、農業協同組合等の地域の関係機関との連携により、市町村経

営改善支援センター、地域農業担い手育成センターや地域農業再生協議会の活動を支

援しつつ、農業者が自ら取り組む農業経営や農村生活の改善、地域が主体的に取り組

む担い手の育成・確保などを支援する。 

農業経営改善関係資金等の借入れを希望する農業者を対象とする普及指導活動にお

いては、借入申込等が適切に行われるよう支援するとともに、融資後の経営改善が確

実に達成されるよう、金融機関との密接な連携に努める。 

また、多様な地域資源の活用による農業の振興を図るため、林業･水産業の普及部門、

商工会議所等の他産業の機関との連携強化を図る。 

５　行政施策の活用と関係機関・団体との連携 

(1) 各種行政施策の効果的な活用 

農業の担い手や地域リーダー等に対する効果的な支援を行うため、振興局等や地域
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農業担い手育成センター等の関係機関・団体との連携を推進するとともに、必要に応

じ、青年等就農資金、農業改良資金等の制度資金や農業次世代人材投資事業など各種

補助事業を普及課題解決のために活用するとともに、これら施策の円滑な実施に配慮

した普及活動を推進する。 

(2) 農政部各課及び出先機関との連携 

ア　農政部生産振興局技術普及課（以下、「技術普及課」という。）の普及指導員は、

農政部各課が企画、実施する施策について、技術や経営、農村生活等に関する専門

的な視点からの助言を行う。道総研農業研究本部及び各場（以下、「農業試験場」

という。）に駐在する普及指導員は、技術普及課普及指導員と連携し、農政部関係

課に対して必要な助言を行う。 

なお、農業試験場に駐在する普及指導員が勤務する施設を技術普及室（以下、「農

業試験場技術普及室」という。）という。 

イ　関係課は、施策推進上、普及組織の対応が必要な場合について、その必要性につ

いて、十分に検討の上、技術普及課との調整を踏まえ、振興局等に対し必要な通知

を行う。 

ウ　家畜伝染病等の防疫対応については、農政部や振興局等に設置される対策本部等

への参画を行うとともに、家畜衛生担当部局や家畜保健衛生所が行う現場対応への

協力・支援を行う。 

(3) 関係機関・団体との役割分担 

ア　市町村や農業委員会、農業協同組合等関係機関・団体との役割分担を踏まえ、行

政施策と連携した普及活動を行う。 

イ　市町村や農業協同組合等が設置している地域農業技術センター等に対しては、企

画運営や技術力向上に向けた支援を行う。 

(4) 地域農業技術支援会議の活用 

地域が直面する課題に迅速かつ的確に対応するため、試験研究と行政、普及が情報

や問題意識の共有化、地域農業振興のための課題設定から解決策の実践、さらにはそ

の成果の総合的な評価を行う地域農業技術支援会議を活用した普及活動を推進する。 

６　広域的な普及活動の充実と組織的な地域活動の展開 

(1) 地域担当と広域担当による活動体制 

ア　地域課題に対する組織的な対応 

地域農業のまとまりを踏まえ設定された活動区域を基本的な活動単位として、複

数の専門分野の普及指導員で構成する係体制による組織的、総合的な地域活動を展

開する。 

なお、地域対応力強化のため、必要に応じてイの広域的専門活動を行う普及指導

員を兼務配置する。 

イ　広域的な対応による高度で専門的な普及活動の実施 

高度で多様な課題解決を迅速に行うため、広域的に専門活動を行う普及指導員を

普及センター（本所）に集中的に配置する。 

なお、地理的・交通上の条件や主産地の特定課題対応などの必要性を踏まえ、普

及センター支所に広域的に専門活動を行う普及指導員を配置する。 

(2) 地域農業の維持・活性化に係る広域普及活動体制 

地域農業の活力を維持・向上させるため、地域課題の解決に向けて本・支所の地域

係と連携して広域的に普及活動を行う普及指導員を普及センター(本所）に配置する。 

(3) 地域活動の拠点 

振興局等ごとに14の普及センター（本所）を配置するとともに、地域に密着した普

及活動を推進するため、30か所に支所を配置する。 

(4) 普及センター（本所）及び支所の機能 

ア　普及センター（本所）の機能 

６の(1)のアの普及活動を行う地域担当を配置するとともに、６の(1)のイの普及

活動を行う広域担当を配置し、地域対応と普及センター支所の支援を併せ行う。 

イ　普及センター支所の機能 

６の(1)のアの普及活動を行うとともに、広域的な専門活動を行う普及指導員を

配置された支所にあっては、普及センター（本所）と連携しつつ、支所管轄地域等
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において、より高度で専門的な普及活動を推進する。 

７　効率的・効果的な普及指導活動体制の整備 

普及指導活動については、農業改良助長法第12条第２項の事務を担う普及センターと

技術普及課及び農業試験場技術普及室が連携し、その効率的・効果的な実施に努める。 

(1) 普及センター 

ア　普及活動計画 

普及センターは、管内の普及活動を総合的かつ計画的に行うため、第６期北海道

農業・農村振興推進計画に掲げる「めざす姿」やその実現に向けた施策の推進方針

と展開方向、さらには、それぞれの地域農業･農村の「めざす姿」を踏まえて、農

業関係及び生活関係の指導支援事項や地域活動と広域活動を一体的、総合的に整理

した「普及活動計画」を策定する。 

(ｱ) 普及活動計画の期間は、おおむね５年とする。 

(ｲ) 普及活動計画には、次の事項を記載するとともに、計画期間における体系的か

つ継続的な普及活動の指針となる基本的な計画と当該年度において実施すべき普

及活動を整理した年度計画を併せた計画とする。 

ａ　地域の概要 

ｂ　農業改良普及センターの普及活動の方針 

ｃ　農業改良普及センターの普及課題 

ｄ　地域の現状と改善方向 

ｅ　地域課題と活動計画 

ｆ　広域課題と活動計画 

ｇ　普及業務計画 

ｈ　業務分担 

イ　活動体制 

(ｱ) 活動区域ごとに係体制により、その地域の主要な農業・農村の形態に即した普

及指導員を配置する。 

(ｲ) 各普及センター（本所）に、地域課題の解決に向けて本・支所の地域係と連携

し広域的に活動する広域支援主査を配置する。 

ウ　管内の主要な経営形態や作目等で緊急な課題に対応するため、普及センター（本

所）に広域専門主査を集中配置する。 

エ　生産規模等に地域的な差がある作目等について、効率的かつ継続的な普及活動を

展開するため、主産地（先進地）の普及センター支所に広域専門主査を配置する。 

オ　道総研農業研究本部が実施する現地実証課題について、協力機関として連携を図

り、取り組む。 

カ　実証展示ほ等の設置にあたっては、農業試験場技術普及室をはじめ、地域の関係

者などと試験設計や役割分担等について十分な検討・協議を行う。 

(2) 技術普及課及び農業試験場技術普及室 

ア　普及活動計画 

技術普及課は、毎年度、普及活動計画を策定する。普及活動計画には、次の事項

を記載する。 

(ｱ) 活動基本方針 

(ｲ) 活動体制 

(ｳ) 活動計画 

(ｴ) 研修計画 

(ｵ) 調査研究 

イ　普及指導員の活動体制 

農業技術や経営管理手法の多様化・高度化に対応し、普及センターに配置された

普及指導員の普及活動の支援の強化を図る観点から、次のとおり担当区域を定め、

地域の特性・実情に応じた対応を強化するとともに、ブロック内での相互補完によ

る活動と専門配置のない項目についてのブロック間の補完を行う。 

 区　　分      担当技術普及室        　担　当　区　域
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道央・道南 農業研究本部技術普及室 空知総合振興局、石狩振興局、 

ブロック 後志総合振興局、胆振総合振興局、 

 日高振興局

 

 道南農業試験場技術普及室 渡島総合振興局、檜山振興局

 

花・野菜技術センター技術 空知総合振興局 

普及室

 道　　北 上川農業試験場技術普及室 上川総合振興局、留萌振興局

 ブロック 

 酪農試験場天北支場技術普 宗谷総合振興局

及室

 道　　東 十勝農業試験場技術普及室 十勝総合振興局

 ブロック 

 北見農業試験場技術普及室 オホーツク総合振興局

 

 酪農試験場技術普及室 釧路総合振興局、根室振興局

 

畜産試験場技術普及室 十勝総合振興局

(3) 普及活動の実施及び評価 

ア　普及センターにおいては、効率的・効果的な普及活動の実施とその高度化を図る

ため、次により普及活動計画に基づく計画的な活動の推進に努める。 

また、プラン（計画）・ドゥー（実行）・チェック（点検）・アクション（改善）

の４段階の行為が一連となった計画的な活動を実施することで、普及活動水準を高

めるとともに、地域の理解とさらなる協力を得て円滑な普及活動を推進する。 

(ｱ) 普及指導員は、普及活動を効果的に行うため、それぞれ担当する主要な活動項

目ごとに実施計画を作成し、それに沿った活動を行うとともに、活動後の記録を

まとめることを通じ、普及活動の継続性の確保と活動内容のさらなる充実に努め

る。 

(ｲ) 普及センターは、次年度以降の適切な普及活動を推進するため、普及活動計画

の策定にあたって、普及活動の評価を実施する。 

ａ　内部評価 

普及活動計画に定めた普及課題の取組に対する進捗状況の整理や活動記録の

確認により活動の効果や問題点等を分析するとともに、普及対象の経営経済的

評価を実施する。 

ｂ　外部評価 

内部評価を含めた普及活動の成果について、(5)の農業改良普及推進協議会

等に報告するとともに、これに対する農業者をはじめ関係機関・団体等の意見

の把握を行う。 

イ 外部第三者委員会の活用による評価 

計画的な普及活動の一層の推進や外部の理解と協力を促進するため、道段階におけ

る外部第三者委員会を設置し、普及事業の成果について、試験研究や行政、学識経験

者等の幅広い視野から、客観的な評価を実施する。 

なお、普及活動に関連する試験研究及び振興局等行政も含めた地域農政全般につい

て、外部の有識者など幅広い視点から評価や提言を受けるものとして、振興局等段階

において「地域農業づくり懇談会」を開催する。 

(4) 普及センターの情報提供・相談機能の強化 

ア　振興局等農務課をはじめ農業農村整備事業担当課や市町村・農業協同組合等の関

係機関・団体との積極的かつ効率的な情報交換に努める。 

イ　農業技術や経営・農村生活の改善、地域農業づくり等に関する情報の拠点として、
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地域の農業者や関係機関・団体、農業高校等の農業教育機関等が活用できるよう、

普及センターの情報提供機能を充実させる。 

ウ　普及活動の重点化・広域化により、農業者に対する一般的な農業技術や経営管理

等の支援活動について、農業協同組合の営農指導機能等による対応を基本としつつ、

地域の関係者による合意形成を踏まえ、関係機関・団体との役割分担と営農支援を

担う団体や担当職員に対して、必要となる情報提供や提案等の活動を行う。 

(5) 農業改良普及推進協議会 

ア　道段階 

(ｱ) 市長会、町村会、農業会議、北海道農業協同組合中央会及び農業協同組合連合

会等の団体で構成されている北海道農業改良普及推進協議会と連携を密にして、

普及事業の円滑な推進について、理解と協力が得られるよう努めるとともに、普

及事業に対する具体的な意見や提言等を受け、普及活動に反映させる取組を推進

する。 

(ｲ) 一般社団法人全国農業改良普及支援協会との連携を密にするとともに、同協会

が発信する各種情報を効果的に活用することで普及活動の充実に努める 

(ｳ) 指導農業士会や農業士会と連携し、地域における普及活動の推進に努める。 

イ　普及センター段階 

地域農業の代表者や関係機関・団体等で構成される農業改良普及推進協議会との

連携に努め、地域の課題とニーズに対応した普及活動を行う。 

なお、営農推進協議会や営農対策協議会等の農業改良普及推進協議会に類似した

機能を有する協議体が設置されている場合は、当該協議体をもって推進協議会に代

える。 

８　情報の受信・発信機能の充実強化 

(1) 技術普及課及び農業試験場技術普及室に配置された普及指導員は、農業情報の収集

や分析に努めるとともに地域の要請に応じた迅速で的確な情報の提供や普及センター

の情報の受信・発信機能の強化に向けた助言・支援を行う。 

(2) 普及センターにおける情報の受信・発信機能の強化 

ア 農業者や関係機関・団体等からの情報ニーズに的確に対応するため、気象や農作物

の生育状況や新技術、先進的事例などの情報を体系的に整備する。  

イ 土壌診断や気象情報、飼料給与等に係る分析の情報提供に情報機器とネットワーク

システムを積極的に活用することにより、効率的・効果的な普及活動を行う。 

 

第３　普及指導員の配置に関する事項 

普及事業を実施する上での課題及び農業者等のニーズに的確に対応するため、農業の情

勢や地域の特性等に配慮した上で、スペシャリスト機能、コーディネート機能の両機能が

最大限に発揮されるよう、普及指導員の適正な配置に努める。 

また、経験豊富な普及指導員の再雇用等を進めるとともに、普及指導活動への理解醸成

や社会的認知度向上等を通じて新たな人材の確保や若手職員の意欲向上を図り、十分な人

員を配置するよう配慮する。 

１　配置 

(1) 普及指導員の配置 

様々な気象条件や地理的条件のもとで地域農業が展開されている本道において、地

域に応じた技術の組立と経営管理手法の指導や担い手の育成・確保、農村生活の改善

等を推進する必要があることから、普及センターに普及指導員を配置するほか、農家

子弟等に対する実践的な研修教育を行うため、北海道立農業大学校（以下「道立農業

大学校」という。）への配置や試験研究機関等において開発された高度な技術や当該

技術に関する知識の普及指導や普及指導活動を効率的・効果的に行うための企画調整、

情報交換等を行うため、技術普及課に普及指導員を配置するとともに、その一部を農

業試験場技術普及室に駐在させる。 

ア　普及センター及び道立農業大学校 

(ｱ) 効率的・効果的な普及活動の展開を基本として、地域の実情に即した普及活動

を行うために必要な普及指導員数の確保と適正な配置に努める。 

(ｲ) 配置される普及指導員は、普及活動計画に沿って担当する専門項目を分担し専
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門項目を組織的に活かした総合的な提案型の普及活動を推進する。 

(ｳ) 北海道農業・農村の次世代の担い手の育成・確保を基本として、農家子弟等

の育成を行う道立農業大学校の運営に必要な普及指導員数の確保と適正な配置

に努める。 

イ　技術普及課及び農業試験場技術普及室 

(ｱ) 技術普及課においては、道内の普及指導活動に関する総合的な企画調整、行

政施策に対する専門的な視点からの助言、普及指導活動の一層の高度化のため

の研修等の総合調整を、本務である調査研究や普及指導とともに担う普及指導

員を配置する。 

また、農業試験場には、研究の課題化、試験設計等に関する支援、技術開発

の成果及び普及指導員への技術を普及する普及指導員を駐在させる。 

(ｲ) 配置される普及指導員は専門項目を分担するとともに、全道的な配置状況に配

慮し、普及センターからの要請に対して相互に補完した活動を行う。 

(2) 農業革新支援専門員の配置 

先進的な農業者への相談及び支援体制や、研究機関・教育機関・行政機関（国や他

府県を含む）等との連携強化を図るため、運営指針に規定する農業革新支援センター

及び農業革新支援専門員の配置については、現行の普及指導体制を基本に、次のとお

りとする。 

ア　農業革新支援センター 

先進的な農業者等からの高度かつ専門的な技術や経営に関する相談等に対応する

ため、農業革新支援センターを第２の７の(2)のイの「ブロック」を活動の単位と

し、普及センター及び農業試験場技術普及室に次のとおり整備する。 

(ｱ) 北海道農業革新支援センター道央・道南地域グループ 

(ｲ) 北海道農業革新支援センター道北地域グループ 

(ｳ) 北海道農業革新支援センター道東地域グループ 

イ　農業革新支援専門員 

農業革新支援専門員は、次に掲げる者が、その専門項目について職務を担うもの

とする。 

なお、全道的な配置状況に配慮し、農業革新支援センターからの要請に対し、相

互に補完した活動を行う。 

(ｱ) 技術普及課に配置した首席普及指導員、総括普及指導員及び主査 

(ｲ) 農業試験場技術普及室に配置した上席普及指導員、主任普及指導員及び主査 

(ｳ) 普及センターに配置した主任普及指導員 

２　普及指導員の職務 

(1) 農業者に対する普及活動 

巡回指導、相談、実証ほの設置、実証モデル農家の設定、講習会の開催その他の手

段により、直接農業者に接して、農業生産方式の合理化その他農業経営の改善と農村

生活の改善に関する技術及び知識の普及指導を行う。 

また、普及活動の実施にあたっては、農業改良資金をはじめとした制度資金の活用

や振興局等の独自施策との連携、試験研究課題との連動など行政や試験研究との連携

による普及活動の推進に努める。 

(2) 調査研究 

試験研究機関等で開発された技術が現地において適応するよう、実証ほの設置、実

証モデル農家の設定等による調査研究を行い、地域の農業経営の改善に有効な研究成

果の迅速な普及に努める。 

また、地域に応じた技術組立や経営管理手法の導入について、地域課題解決に係る

調査研究成果等の普及に努める。 

(3) 普及情報の収集、分析、提供 

農業経営又は農村生活の改善に関する技術・知識、普及活動事例、農業者の意向や

市場動向、消費者ニーズ等の普及活動に必要な情報を収集、分析・加工し、農業者等に

提供する。 

(4) 関係機関・団体等との連携 

市町村や農業協同組合等の関係機関・団体との連携に努め、役割分担を明確にした
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上で、市町村の地域計画、農業協同組合の計画等の策定や地域農業づくりの取組に対

する支援を行う。 

(5) 普及活動の成果の把握と新たな普及活動への反映 

普及活動の取組経過の記録や普及活動の成果を取りまとめる。 

普及活動の成果の取りまとめにあたっては、普及対象の経営経済的評価を踏まえた

取りまとめを行うとともに、効率的・効果的な普及活動を行うためには、地域にお

ける共通認識の醸成と課題化、課題解決手法の選択と総合的な取組の推進に至るプ

ロセスと農業経営や地域の農業構造への影響などを時系列的に把握することが重要

であることから、普及対象の継続的な把握と働きかけに努める。 

なお、これらの活動とともに成果の高かった普及活動事例についての波及に努め

る。 

３　普及指導員の専門項目 

(1) 普及指導員 

普及指導員の専門項目を次のとおり区分（作目項目には細区分を設定）し、組織的

な普及活動のもと、専門性を活かした普及活動を推進するとともに、専門項目ごとに

調査研究活動を推進する。 

区分 内　容

作目 作物（稲、畑） 稲作・畑作物の栽培・出荷・調製等に係る生産管理や

項目 経営管理に関する技術及び知識

園芸（野菜、花き、 野菜・花き・果樹の栽培・出荷・調製等に係る生産管

果樹） 理や経営管理に関する技術及び知識

畜産（乳牛・飼料 家畜の飼養管理、飼料作物の生産管理や経営管理に関

作物、肉用牛） する技術及び知識

作目 土壌・肥料 土壌診断（養液栽培における培地環境を含む）、土づ

横断 くり及び施肥技術の改善（新資材及び環境負荷低減を

項目 含む）等、土壌及び肥料に関する技術及び知識

植物保護 作物に対する病害・虫害等の低減（環境負荷低減を含

む）及び天敵等有用動植物の利用等に関する技術及び

知識

高付加価値化 食材の利活用技術、農畜産物の生産から加工・流通ま

での事業活動（マーケティングを含む）、地産地消等、

農畜産物の高付加価値化に関する技術及び知識

経営・労働 家族農業経営や農業法人経営等の経営管理、労働環境

の改善、農作業の安全・効率化等に関する技術及び知

識

なお、平成27年度以前に専門項目として設定している場合は従前のとおりとする。 

(2)  農業革新支援専門員 

       農業革新支援専門員の担当分野を、次のとおり区分する。 

作物（稲、畑）※１、園芸（野菜、花き、果樹）、畜産（乳牛・飼料作物、肉用牛）、

土壌・肥料、植物保護※２、経営・労働、生産工程管理・農作業安全、持続可能な

農業・鳥獣害対策、担い手育成、高付加価値化※３、自然災害対策、スマート農業、

普及指導活動※４
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※１　国ガイドラインに定める担当分野「土地利用型作物」を含む。 

※２　国ガイドラインに定める担当分野「総合防除（ＩＰＭ）」を含む。 

※３　国ガイドラインに定める担当分野「６次産業化」「農産物の輸出産地形成」

を含む。 

※４　国ガイドラインに定める担当分野「知的財産」を含む。 

４　在任期間 

(1) 普及センター 

地域の実情を踏まえた継続的・効率的な普及指導活動を推進する観点から、同一勤

務地において一定期間継続して勤務できるよう努める。 

なお、所長等への昇任や特異な地域での勤務、その他特別な事情がある場合を除く。 

(2) 技術普及課及び農業試験場技術普及室 

普及センターにおける効率的・効果的な普及活動を継続的に支援することや試験研

究との連携を確保する観点から、一定期間継続勤務できるように努める。 

 

第４　普及指導員の資質の向上に関する事項 

農業分野における技術革新や地域におけるニーズが多様化、高度化する中で、地域の実

情に応じて的確で効率的・効果的な普及活動を展開するため、農業者や地域の関係者に信

頼される高度な技術指導力と経営管理手法を指導する能力を備え、地域課題に対して総合

的な課題解決能力の向上が図られるよう、普及指導員の研修の充実強化に努める。 

特に、普及担当職員としての経験年数の少ない者においては、早期に実践的な指導力を

向上させることが必要であることから、技術や経営管理手法、普及活動方法等に関する集

合研修の実施とともに、職場段階の研修の推進に努める。 

また、普及指導員に求められる役割を発揮するため、スマート農業、気候変動への対応、

有機農業等主要な農業技術、規模拡大や法人化等に要する農業経営及び農業・食品分野に

おける知的財産保護・活用に関する高度な知識並びに効果的に普及指導活動を展開するた

めのファシリテーション等の能力（新規就農者から先進的な農業者に至るまでの多様な農

業者に接しコミュニケーションを図る能力、食料システム関係者等地域内外の幅広い関係

者と連携を構築する能力、地域農業・農村について実態や要望に基づいた将来展望の戦略

を立案する能力等）については、全ての普及指導員が共通して備えるべき基本的な資質と

して、計画的かつ継続的な向上を図る。 

１　研修体系 

普及指導員の一層の資質向上を図るため、次に掲げる普及活動の経験の蓄積に応じた

研修のほか、国等が実施する研修等への派遣など、計画的、体系的に研修を実施する。 

また、自主企画研修や普及学会への参加など自己研さんの機会の確保に努める。 

(1) 集合研修 

ア　第Ｉ期〔基礎的な指導力の確立（新任期）〕 

普及指導員として実践的指導を行うために必要な普及方法や技術・経営等に関す

る基礎的な指導力とコミュニケーション能力を充実強化するための研修を行う。 

イ　第Ⅱ期〔専門的な指導力の確立〕 

家族経営や法人経営等の農業経営体や生産組織、学習・研究・実践集団等が抱え

る技術的な課題や経営管理手法について適切に指導することが可能な能力を備える

ための研修を行う。 

ウ　第Ⅲ期〔総合指導力の確立〕 

専門技術をより高度化すると同時に、これらの技術力を踏まえた地域に対する総

合的な課題解決に向けた適切かつ効果的な指導を行うことが可能な能力を備えるた

めの研修を行う。 

エ  第Ⅳ期〔企画・管理力の確立〕 

普及指導員の組織的な活動の推進や効果的な研修の実施、関係機関・団体との連

携強化、試験研究・行政分野の成果や手法の総合的な活用などを行うことが可能な

能力を備えるための研修を行う。 

(2) 農業改良普及センター段階研修及び振興局等段階研修 

地域の課題を踏まえた専門知識・技術を相互研さんするため、普及センター段階研

修として職場研修や課題解決能力を高める研修等、必要に応じて複数の普及センター
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単位での研修を実施するほか、振興局等段階研修として新技術等を普及指導員に周知

し指導力の向上を図る研修を行う。 

２　研修の計画的な実施と研修結果の評価 

効率的・効果的な普及指導員の研修を実施するため、研修結果の評価の実施とその評

価を踏まえた研修計画や研修カリキュラム、研修テキスト等の不断の見直しに取り組む。 

 

第５　農業者研修教育施設における研修教育の充実強化と農業に対する教育への取組 

　農業者研修教育施設については、就農希望者、青年農業者等に対する中核的な教育機関

として、実践的な技術力と経営力を備えた農業者の育成が図られるよう、栽培知識・技術

の習得を基礎とした上で、先進的な農業経営者等による出前授業、現場での実習、農業生

産工程管理（ＧＡＰ）、農産物輸出及び経営管理に関する教育並びに企業並びに教育機関及

び研究機関と連携したスマート農業技術及び有機農業を含む環境と調和のとれた農業に関

する研修を始めとした、実践的・発展的な教育内容の充実強化を進める。 

１　普及センターは、先進的な経営を実践する指導農業士等との連携により、青年農業者

の育成や新規就農の支援に関して、必要な情報の提供や、自主的な研究活動に対する支

援を行い、就農相談等に対応する。 

また、道立農業大学校や道総研農業研究本部花・野菜技術センターにおける研修教育

機能と効果的に連携した普及活動を推進する。 

２　道立農業大学校は、農業高等学校や高等教育機関との連携により農家子弟等の資質向

上に取り組むとともに、プロジェクトを主体とした実践教育や先進農家体験実習など、

大学校生の資質や可能性に配慮した弾力的な研修教育の推進に努める。 

３　道立農業大学校は、試験研究機関や農業団体等との連携や役割分担の明確化を図りつ

つ、農業の担い手に対し、農業技術や経営管理手法に関する専門的かつ体系的な研修の

実施に努めるものとする。 

 

第６　その他協同農業普及事業の実施に関する事項 

１　男女共同参画社会の形成 

女性農業者の経営への参画をめざすために、技術力や経営管理能力の向上研修や家族

経営協定の締結促進、地域における関係者の合意形成のための活動等に対して、支援を

行う。 

２　地域の営農指導機能の強化 

地域における営農指導機能を強化するため、農業協同組合や地域農業技術センターな

どの職員に対する農業技術や経営管理に関する研修等に対して支援する。 

３　海外技術協力等への対応 

厳しい気象条件や土壌、経済立地等の環境下で本道の農業振興と農村活性化に寄与し

てきた普及組織の技術や経営管理手法の普及定着等に関するノウハウを持ち備えた普及

指導員の海外派遣と海外からの研修生の受入等を通じて、国際貢献に努める。 

４　都府県との連携の強化 

多様化・複雑化した全国的な課題をより効率的に解決するため、国や都府県との全国

的なネットワークを通じ、必要に応じて、関係者からの協力や技術の情報等の交換に努

める。 


